
特別価額申告書 
 

 
 旅客が特別価額申告書を申告する際に記入する事項： 
 

名  

姓  

住所  

市区町村・郵便番号  

電話番号  

メールアドレス  

便名  

フライト日  

手荷物の価額  

 
 

1. 申告は受託手荷物かつ運送が許可された内容物についてのみ行うことができます。2566SDRを

超える手荷物に保険をかけたい場合、旅客は保険会社に問い合わせる必要があります。 

2. 申告書はPLL LOTのチェックインカウンターにてチェックインを行う前に記入する必要がありま

す。 

3. 特別価額申告書における旅客一人当たりの最大申告可能額は2566SDR（およそ3095EUR）です。 

4. 旅客は申告に際して200USD（その他の通貨の場合はそれに準ずる額）支払う必要があります。 

5. 航空会社は手荷物の中身を確認する権利を有します。 

6. 運送については手荷物と旅客の一般運送約款（Ogólne Warunki Przewozu）が適用されます。 

7. 申告書はPLL LOTが運行するフライトでのみ提出可能です。 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 

日付及び旅客の署名 


